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1.審判講習会（第 2回）。 

   日時：6月 21日（日）午前 10時から。 

   場所：「本町道場」。※段位審査会及び合同稽古会も同一場所。 

   受講料：5,000円（講習・検定料）と国際本部認定料 5,250円。 

  ☆受講申込書等の細目は別途案内します。 

２．段位審査会（第 3回）。 

      日時：6月 21日（日）午後 1時から。 

   審査料：初段 8,000円・二段 10,000円・三段 15,000円・四段 20,000円。 

☆受審申込書等の細目は別途案内します。 

３．合同稽古会（第 16回）。 

日時:6月 21日（日）午後 2時～4時。 

※5月 16日の第 15回合同稽古の翌月になりますが、折角の機会なので、合同稽古を行います。 

審判講習会及び段位審査会の中で見出された「工夫すべき課題」・「研究してみるテーマ」、 

さらには、普段の稽古で「疑問に感じていること」などの課目について研鑽します。 

４．和歌山県協会合宿 

   和歌山県協会が主催する第１回合宿（「一泊二日」）の実施（日時・場所は未定）について、

大江理事（「大友館」道場長）が具体案を詰めてくれています。実施に当たっては、有朋館を

始め大阪協会の会員有志にも参加・協力を案内する計画です。寝食を共にしながらの稽古で、

お互いに裸の交流ができる絶好の機会になります。 

５．当面の行事予定。 

① 5月 16日(土)：第 15回和歌山県協会合同稽古会 

② 5月 24日(日)：第 35回全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会 iｎ由比 

    ③ 6月 21日(日）：第 2回和歌山県協会審判講習会 

④ 6月 21日(日）：第 3回和歌山県協会段位審査会 

⑤ 6月 21日(日）：第 16回和歌山県協会合同稽古会 

 

      ♤”武道が「生きて」いる証し”♠ 

     名もなき道場において、今日も「武道を生きる」営みが行われているはずである。 

    そうした営みは、高齢者と少年、師範と門人、男性と女性が互いに配慮し合いつつ、社会   

    の中に道場を根づかせるべく切磋琢磨する工夫によって支えられているのである。 

＜中略＞試合での勝敗を離れた武道の楽しみは、技を日々工夫し、それが体得できたとい

っては喜び、歳の差を超え仲間と身体をぶつけ合って対話し、礼法や慣行を慈しむといっ

た趣味性にある。理屈を論じたところで通じない道徳も、乱取り稽古のあと一緒に掃除す

る高校生に向けてしゃべると、腑に落ちた顔をしてもらえたりする。頭や心に身体が接続

される快感が、「武道を生きる」実感なのであろう。 

（ 松原隆一郎著 「武道を生きる」ＮＴＴ出版株式会社 発行 より 抜粋 ） 
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